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１ 計画策定の目的 

 平成４年の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）」の改正に伴い、一般家庭及び

事業者から排出される一般廃棄物については、適正な収集・運搬・処分から、排出抑制と再生利用の

推進による廃棄物の減量化に政策の重点が移り、「循環型社会形成推進基本法」を基本的枠組みとし

て、リサイクル関連の法整備が進みました。 

 平成７年に制定された「容器包装に係る分別収集及び再商品化に関する法律（容器包装リサイクル

法）」では、家庭から排出される廃棄物の約 60％(容積比)を占める容器包装について、「消費者は分

別して排出、市町村は分別収集、事業者は再商品化」という、新しい役割分担が定められました。 

 容器包装廃棄物を資源としてリサイクルする過程のなかで、市町村が分別収集を合理的かつ効率的

に遂行するためには、前もって綿密な計画を立てる必要があり、同法第８条第１項において、市町村

は、分別収集計画を策定することが定められており、今般、県内各市町において、令和 2 年度を始期

とする５年間の第９期分別収集計画が策定されたところです。 

 また、都道府県は、法第９条第１項の規定に基づき、市町村分別収集計画を基に、区域内の排出見

込み量等を算出し、容器包装廃棄物の排出抑制、分別収集の促進の意義に関する知識の普及、区域内

の市町村間の分別収集に関する情報交換の促進、その他分別収集の促進に関する事項等を記載した、

都道府県分別収集促進計画を策定することが定められています。 

本分別収集促進計画は、三重県における令和 2 年度から５年間の容器包装リサイクルにかかる施策

の方向性を定め、これを推進していくことを目的としています。 

  

２ 第８期分別収集計画による分別収集の状況 

 平成 30 年度における、第８期分別収集計画で各容器包装廃棄物の分別収集を計画している市町数

と、実際に分別収集を実施した市町数の割合は、無色ガラス、茶色ガラス、ペットボトル、段ボール

が 100％であり、概ね計画通りの実施率となりました。 

  また、容器包装廃棄物の年間収集量の推移は、横ばい、または減少の傾向にあります。この減少の

要因は、３Ｒの推進による排出抑制（リデュース）効果のほか、「スチール製容器」、「アルミ製容

器」の使用量の減少、資源として価値のある容器包装廃棄物が民間事業者など多様な主体により回収

され、再資源化されていることなどが考えられます。 
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３ 基本的方向 

 県は、一般廃棄物及び産業廃棄物に関する「三重県廃棄物処理計画」を平成 28 年 3 月に策定し、

住民、事業者、市町等との協創のもと、地域社会のあるべき姿や方向性を共有しながら、循環型社会

の構築に向けて廃棄物の３Ｒと適正処理の取組を推進しています。 

「第９期三重県分別収集促進計画」においても、三重県廃棄物処理計画の基本理念に沿い、市町の

実施計画に基づいて、分別収集の促進が図られるよう取り組みます。 

また、市町のごみ処理施設の整備については、発生抑制やリサイクルの取組を踏まえた地域計画の

策定を支援するとともに、マテリアルリサイクル推進施設等の整備を促進します。 

 

４ 計画期間 

  本計画の計画期間は令和２年４月を始期とする５年間とし、３ヶ年終了時に改定します。 

 

５ 対象品目  

 本計画は、容器包装廃棄物のうち市町が容器包装リサイクル法に基づき分別収集する次のものを対

象とします。 

1
主としてガラス製の容器（主としてほうけい酸ガラス製のもの及び乳白色ガラス製のものを除
く）であって、無色のもの（以下「無色ガラス」という。）

2
主としてガラス製の容器（主としてほうけい酸ガラス製のもの及び乳白色ガラス製のものを除
く）であって、茶色のもの（以下「茶色ガラス」という。）

3
主としてガラス製の容器（主としてほうけい酸ガラス製のもの及び乳白色ガラス製のものを除
く）であって、無色又は茶色のもの以外をのもの（以下「その他ガラス」という。）

4 主として紙製のもの（段ボール及び紙パックを除く。以下「その他紙製容器包装」という。）

5
主としてポリエチレンテレフタレート(ＰＥＴ)製の容器であって、飲料、しょうゆ等を充てん
するためのもの。（以下「ペットボトル」という。）

6
主としてプラスチック製のもの（ペットボトルを除く。以下「その他プラスチック製容器包
装」という。）及びこのうち白色の発泡スチロール製食品トレイ（以下、「白色トレイ」とい
う。）

7 主として鋼鉄製のもの（以下「スチール製容器」という。）

8 主としてアルミ製のもの（以下「アルミ製容器」という。）

9
主として紙製の容器包装であって、飲料を充てんするためのもの。（原材料としてアルミニウ
ムが利用されているものを除く。以下「紙パック」という。）

10 主として段ボール製のもの（以下「段ボール」という。）
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９ 容器包装廃棄物の排出抑制及び分別収集の促進の意義に関する知識の普及、県内市町相互間の分別

収集に関する情報交換の促進、その他の分別収集の促進に関する事項 

 

(1) 容器包装廃棄物の排出抑制及び分別収集の促進に関する事項 

  容器包装廃棄物の排出抑制及び分別収集を促進するためには、県民、事業者、市町、県等が連携し、

それぞれの役割に応じた取組を進めることが必要です。 

  また、国は、令和元年５月に、プラスチックの資源循環を総合的に推進するため「プラスチック資

源循環戦略」を策定しており、これを踏まえてプラスチックの３Ｒの推進に向けた取り組を重点的に

実施していく必要があります。 

  

具体的な施策 

・ごみの発生・排出抑制の取組を促進するため、市町と連携し、本県のごみゼロキャラクター「ゼ

ロ吉」を活用した普及啓発活動を実施します。 

・県民、事業者、県、市町等のプラスチックを使用、排出する関係者が、連携してプラスチック使

用量の削減や代替品の開発・普及などについて検討するとともに、プラスチックなど容器包装廃

棄物の削減やリサイクルの意識向上を図る取組を行います。 

・市町等の施設整備に当たっては、循環型社会形成推進交付金制度の活用を図るとともに、技術的

な支援を行います。 

 

（２）県内市町相互間の分別収集に関する情報交換の促進に関する事項 

  県は、市町における分別収集が円滑に実施されるよう、実施状況や事業者による再商品化技術等に

ついて、情報の収集・提供に努めるとともに、収集施設および体制を整備することに協力連携してい

く必要があります。 

 

具体的な施策 

・市町村、一部事務組合および県から構成される行政連絡会議を活用し、情報交換および情報提供

を行います。  

・国、他都道府県、関係業界、再商品事業者等の動向を適宜把握し、最新情報を市町に提供します。 

 

（３）その他の排出抑制や分別収集の促進に関する事項 

 

具体的な施策 

・令和元年１０月にスタートした「三重県庁プラスチックスマートアクション」に基づき、職員に

よるマイバック・マイボトル運動、本庁舎内のコンビニエンスストアにおけるレジ袋の提供の中

止、会議等におけるペットボトル飲料の提供回避、ワンウェイプラスチックの削減に向けた取組

を進めるとともに、賛同する市町や事業者が拡大するように取り組みます。 

・「みえ・グリーン購入基本方針」に基づき、購入にあたっては環境への負荷の少ない製品やサー

ビスを優先的に購入するとともに、県内で発生する廃棄物を原材料とした優れたリサイクル製品

を認定し、その利用促進を進めることで、資源の循環的な利用および廃棄物の減量化並びに県内

リサイクル産業の育成を図ります。 
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第９期三重県分別収集促進計画 

 令和元年１２月 策定 

 

三重県環境生活部廃棄物対策局廃棄物・リサイクル課 

〒514-8570 三重県津市広明町１３番地 

 TEL ０５９－２２４－２３８５ 

 FAX ０５９－２２２－８１３６ 

 E-mail haikik@pref.mie.lg.jp 


